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至 喜連川工業団地

終点：さくら市氏家

氏家交差点

市役所

起点：さくら市櫻野川岸交差点

渋
滞
解
消

さくら市役所南

交差点

街路事業 

氏家
うじいえ

都市計画道路 3･4･5 号東大
ひがしおお

通
どお

り線（主要地方道 大田原
お お た わ ら

氏家
うじいえ

線） 

（さくら市 氏家
うじいえ

）〔平成 21 年３月供用〕 
 

１ 事業概要 

氏家
うじいえ

都市計画道路 3･4･5 号東大通り線は主要地方道大田原
お お たわ ら

氏家
うじいえ

線の一部を形成しており、さくら市中

心市街地から大田原市に至る都市の骨格を形成する主要幹線道路です。 

  氏家
うじいえ

工区は、さくら市櫻
さくら

野
の

地内の国道293号の交差点から、さくら市氏家
うじいえ

地内の主要地方道大田原
お お たわ ら

氏家
うじいえ

線までの 1,106ｍの区間において、バイパス整備を行うものです。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の目的・必要性 

本事業地の現道（主要地方道大田原
お お たわ ら

氏家
うじいえ

線）は、家屋が密集し、道路幅員が狭く歩道も未整備で、自

動車のすれ違いや通学児童・生徒に対する安全性の確保が課題となっていました。 

このため栃木県では、「円滑な交通の確保」、「自転車・歩行者の安全な通行の確保」「防災機能 

の向上」「良好な市街地の形成」を目的に、東原
ひがしはら

土地区画整理事業と連携して平成 12年度からさくら市

氏家
うじいえ

地内の約 1,100ｍのバイパス整備に着手し、平成 21 年３月に完成供用しました。 

 

３ 事業の効果等 

 ＜費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化＞ 
   ・事業費   着手前 約 23 億円 → 完成時 約 26億円 

          事業費増加の理由：大型店舗の補償算定見直しによる増加等 

   ・事業期間   着手前 平成 12 年度～平成 19 年度 → 完成時 平成 12年度～平成 20年度 

          事業期間延伸の理由：用地取得の遅延 

 

＜円滑な交通の確保＞ 
さくら市中心市街地内の南北方向の通過交通が本路線へ転換し、自動車交通の分散化が図られまし

た。その結果、一般県道上
かみ

高根沢
た か ねざ わ

氏家
うじいえ

線 氏家
うじいえ

交差点の南進方向の渋滞が解消し、市街地を通過する

所要時間も短縮しました。 

・主要地方道 大田原
お お た わ ら

氏家
うじいえ

線現道（さくら市役所南交差点(仮称)の北側）の 12 時間交通量 

    （開通前）2,819 台/12h ⇒ (開通後) 1,376 台/12h (51.2％減少) 

【位置図】 

 

さくら 
清修高 

さくら市役所南 
交差点（仮称） 

【横断図】 

◆事 業 名：緊急地方道路整備事業(街路事業) 

◆事業箇所：3･4･5 号東 大
ひがしおお

通
どお

り線 さくら市氏家
うじいえ

 

◆事業主体：栃木県 

◆全体延長：Ｌ＝1,106ｍ 

◆幅  員：Ｗ＝17.0ｍ 

（車道 3.0ｍ、歩道 4.0ｍ両側） 

◆総事業費：約 26 億円 

◆事業期間：平成 12 年度～平成 20 年度 

主
要
地
方
道
大
田
原
氏
家
線 

一
般
県
道
上
高
根
沢
氏
家
線 
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・一般県道上
かみ

高根沢
た か ね ざ わ

氏家
うじいえ

線 氏家
うじいえ

交差点南進方向の渋滞長  220m ⇒ 10m（解消） 

・花岡
はなおか

交差点～喜連川
き つ れ が わ

工業団地 及び川岸
か し

交差点～喜連川
き つ れ が わ

工業団地の所要時間が概ね 

3～4 分短縮 
 

＜自転車・歩行者の安全な通行の確保＞ 

本路線へ自動車交通が転換したことにより、現道の自動車交通量が減少し、通学児童・生徒の危険

性が低下し、さらに生活環境が改善されました。 

また、本路線では両側に４ｍの自転車歩行者道が整備され、自転車や歩行者が安全・安心に通行で

きるようになりました。 

＜防災機能の向上＞ 

本路線周辺地域は狭隘な幅員の道路が多く、消防車等の緊急車両の進入が不便な状況でしたが、本

路線の整備により緊急時のアクセスが向上するとともに、総幅員 17m の道幅を確保し、市街地内の延

焼防止等の防災機能の向上に寄与しました。     

   
 （現道が狭隘で歩道が無く危険な状況）    （歩道が広く安全に通行している状況） 

 

＜良好な市街地の形成＞ 
    街路整備事業と一体となった土地区画整理事業により良好な市街地が形成されました。                 

 
（道路が無く未利用地が多い状況）     （幹線道路が整備され、良好な市街地が 

形成されている状況） 

整備前(現道部) 整備後(本路線) 



3 
 

短くなった
49%

どちらとも
いえない
20%

やや短く
なった
26%

やや長く
なった
3%

長くなった
2%

高い
44%

どちらとも
いえない
12%

低い
1%

やや低い
2%

やや高い
41%

高い
44%

どちらとも
いえない
19%

低い
2%

やや低い
2%

やや高い
33%

                             

４ 地元の声 
本事業の整備により、周辺地域の皆様の生活環境にどのような変化があったのかを確認するために、ア

ンケート調査を実施しました。 

（回答数／配布数：518 件／1,117 件 回答率 46％） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)自由意見：開通による効果について（意見の多かった内容） 

    ・移動時間が短縮したり、目的地方向へ行きやすくなったなどの利便性が向上した。 
    ・自動車にとって安全性、快適性が高まった。 

・歩行者や自転車の安全性が高まった。 
    ・散歩の機会が増加した。 
 

(8)自由意見：その他（意見の多かった内容） 

    ・工事期間が長い、短期間で整備するべき。 
    ・工事実施中に歩行者、自転車が通りづらかった。 
    ・道路の横断が困難になった。 
   ・車両の速度が高く危険を感じるようになった。 
 
 
 
 

そう思う
38%

ややそう思
う
32%

あまりそう
思わない
6%

そう思わな
い
4%

どちらとも
いえない
20%

そう思う
38%

ややそう思
う
34%

あまりそう
思わない
4%

そう思わな
い
5%

どちらとも
いえない
19%

そう思う
35%

どちらとも
いえない
21%

そう思わな
い
9%あまりそう

思わない
9%

ややそう思
う
26%

＜円滑な交通の確保＞ 
(1) 市街地を通過する時間について (2) 走りやすさ、安全性について

自動車による道路利用者の約８割が、

市街地内の通過時間が短くなったと

感じています。 

 

自動車による道路利用者の約９割が、

安全性や安心感が向上したと感じて

います。 

 

75% 85% 

歩行者・自転車による道路利用者の約

８割が、安全性や安心感が向上したと

感じています。 

 

77% 

＜自転車・歩行者の安全な通行の確保＞ 
(3) 歩きやすさ、安全性について 

 

道路整備事業と一体となった土地区

画整理事業により約６割の人が住み

やすくなったと感じています。 

61% 

約７割の人が、道路景観や街並みがき

れいになったと感じています。 

72% 

＜良好な市街地の形成＞ 
(5) 住みやすさについて 

約７割の人が緊急時に避難路や緊急

物資の輸送道路として役立つと感じ

ています。 

 

70% 

＜防災機能の向上＞ 
(4) 緊急時での避難や生活物資の 

輸送路として 

 

121 枚 

 

(6) 道路の景観や街並みについて 

役立つと思う  

35% 

住みやすくなったと思う 

良くなったと思う 
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５ 事業による環境変化 
土地区画整理事業と一体となった本路線の整備により良好な道路景観や街並みを創出し 

ました。 

 

６ 事業を巡る社会経済情勢の変化 

旧氏家
うじいえ

町と旧喜連川
き つ れが わ

町は平成 17 年３月に合併し、さくら市となりました。 

 

７ 今後の事業評価の必要性及び改善措置の必要性 
交通量調査やアンケート調査結果により、事業の目的である「円滑な交通の確保」、「自 

転車・歩行者の安全な通行の確保」「防災機能の向上」「良好な市街地の形成」は図られて 

います。 

このため、今後の事後評価及び改善措置の必要性はないと考えています。 

 

８ 同種事業への反映 
 本事業については、十分な効果を確認することができたとともに、アンケート調査では 

幅広い視点から多くの貴重なご意見等を頂きました。今後、同種事業の計画策定や工事の 

実施、供用後の維持管理等に役立てて参ります。 

 栃木県では、今後も県民の皆様のご意見をお聞きしながら、より良い県土整備行政の 

推進に努めて参りますので、ご理解とご協力をお願いします。    

 

栃木県 県土整備部 都市整備課 
 
  T E L   :  028-623-2475  FAX  :  028-623-2477 
  H  P   :  http://www.pref.tochigi.lg.jp 

E- mail :  tseibi@pref.tochigi.lg.jp 


